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五
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史

　
　
　

二　

一
九
五
八
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憲
法
に
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自
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違
憲
審
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制
の
制
定
理
由
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す　
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は
じ
め
に

　

近
年
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
長
年
の
裁
判
制
度
に
対
す
る
考
え
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日
、
約
六
〇
〇
年
の
間
、
維
持
し
て
き
た
司
法
制
度
を
変
え
、
従
来
上
院
が
担
っ
て
き
た
裁
判

を
行
う
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
１
）。
議
会
主
権
の
伝
統
を
重
ん
じ
て
き
た
国
に
お
い
て
、
こ
の
変
革
は
注
目
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

　

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
統
治
制
度
を
大
幅
に
改
革
し
た
二
〇
〇
八
年
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
市
民
は
初
め
て
、
大
統
領
の
審
署

後
、
す
な
わ
ち
事
後
に
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
３
）。

こ
れ
ま
で
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
提
訴
で

き
る
の
は
、
政
治
家
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
大
き
な
変
化
と
い
え
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
長
い
間
、﹁
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
﹂（
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
六
条
）
と
い
う
考
え
が
貫
か
れ
、
議
会
の
制

定
し
た
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
４
）。
フ
ラ
ン
ス
が
、
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
機
関
と
し
て
憲
法

院
を
創
設
し
た
の
は
、
一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
制
憲
法
に
よ
る
。
憲
法
院
は
、
行
政
権
か
ら
も
司
法
権
か
ら
も
独
立
し
た
新
た
な
機
関
と

二
五
六
六
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し
て
設
け
ら
れ
た
。
憲
法
制
定
当
初
、
違
憲
審
査
機
能
に
関
し
て
、
議
会
と
政
府
の
権
限
分
配
を
主
な
役
割
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

憲
法
院
は
、
一
九
七
一
年
結
社
の
自
由
判
決
（
５
）で
機
能
の
転
換
を
遂
げ
、
法
律
が
人
権
規
定
に
反
し
違
憲
か
否
か
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
判
断

す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
憲
法
院
は
あ
く
ま
で
も
大
統
領
の
審
署
前
、
す
な
わ
ち
法
律
の
発
効
前
と
い
う
事
前

0

0

の
範
囲
内
で
法
律
の
合

憲
性
審
査
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
憲
法
改
正
に
よ
り
、
事
後

0

0

審
査
も
合
わ
せ
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
６
）。

二

〇
一
〇
年
五
月
二
八
日
に
初
め
て
法
律
の
事
後
審
査
を
行
っ
て
か
ら
、
憲
法
院
は
次
々
に
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
院
は
、

事
前
審
査
制
の
下
で
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
結
果
、
そ
の
機
能
を
事
後
審
査
に
ま
で
拡
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
違
憲
審
査
制
の
変
遷
を
顧
み
る
と
、
一
九
五
八
年
憲
法
で
フ
ラ
ン
ス
が
違
憲
審
査
制
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
、
現
在
の
状
況

に
至
る
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
長
年
の
議
会
中
心
主
義
の
考
え
方
を
押
し
退
け
て
ま
で
、
違
憲
審
査
制
を

導
入
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
、
モ
デ
ル
と
し
て
何
ら
か
の
制
度
を
意
識
し
て
、
憲
法
院
を
設
置
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
関
心
か
ら
、

第
五
共
和
制
下
で
の
憲
法
院
の
違
憲
審
査
機
能
の
変
化
に
関
し
て
我
が
国
で
も
数
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

根
本
に
立
ち
返
り
、
一
七
八
九
年
の
革
命
期
か
ら
一
九
五
八
年
の
憲
法
制
定
に
至
る
ま
で
議
会
中
心
主
義
を
貫
い
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
が
違
憲

審
査
制
を
導
入
す
る
と
い
う
大
き
な
変
化
に
つ
い
て
、
一
九
五
八
年
憲
法
制
定
に
よ
る
憲
法
院
創
設
の
経
緯
を
考
察
し
、
そ
の
理
由
を
検
討

し
た
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
九
五
八
年
憲
法
草
案
段
階
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
、
す
な
わ
ち
憲
法
六
一
条
を
中
心
に
制
定
過
程
を
紹

介
し
、
憲
法
制
定
当
初
、
違
憲
審
査
制
の
創
設
に
関
し
て
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
続
い
て
、
一
九
五
八
年
憲
法
起
草

者
で
あ
る
ド
ゥ
ブ
レ
の
違
憲
審
査
制
制
定
に
関
す
る
考
え
を
検
討
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
合
わ
せ
て
違
憲
審
査
制
の
制
定
理
由
に
つ
い
て

再
検
討
す
る
。
最
後
に
、
現
在
の
憲
法
院
に
残
さ
れ
た
違
憲
審
査
機
能
の
課
題
に
つ
い
て
触
れ
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
八
年
憲
法
改
正
に
よ
る
事
後
審
査
制
導
入
か
ら
振
り
返
っ
て
一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
る
違
憲
審
査
制
の
制
定

二
五
六
七
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経
緯
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
憲
法
院
の
審
査
対
象
は
、
義
務
的
に
審
査
す
る
組
織
法
律
お
よ
び
議
院
規
則
（
六
一
条
一
項
）
で
は
な
く
、

任
意
に
提
訴
を
受
け
た
と
き
の
み
審
査
す
る
通
常
法
律
（
同
条
二
項
）
に
限
定
す
る
。

第
一
章　

一
九
五
八
年
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
に
関
す
る
条
文
案
の
変
遷

　

本
章
で
は
、
一
九
五
八
年
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
違
憲
審
査
制
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
が
検
討
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
条
文
制

定
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
一
九
五
八
年
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
条
文
案
の
変
遷
を
紹
介
し
、
そ

の
後
、
項
目
ご
と
に
議
論
さ
れ
た
内
容
を
検
討
す
る
。

第
一
節　

制
定
過
程
に
お
け
る
条
文
案
の
変
遷

一　

一
九
五
八
年
憲
法
で
採
用
さ
れ
た
条
文
案

　
（
一
）　

通
常
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
関
わ
る
条
文
案

　

現
行
憲
法
六
一
条
二
項
は
、﹁
同
じ
︹
合
憲
性
審
査
の
・
筆
者
注
︺
目
的
で
、
法
律
は
、
そ
の
審
署
前
に
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
国

民
議
会
議
長
、
元
老
院
議
長
、
ま
た
は
六
〇
名
の
国
民
議
会
議
員
も
し
く
は
六
〇
名
の
元
老
院
議
員
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
に
付
託
で
き
る
。﹂

と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
六
〇
名
の
各
議
員
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
通
り
、
一
九
七
四
年
憲
法
改
正
で
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
条
に
関
わ
る
法
律
の
合
憲
性
審
査
が
、
初
め
て
提
案
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
八
年
六
月
三
〇
日
に
、
シ
ャ
ン
デ
ル
ナ
ゴ
ル
（A

. 

C
handernagor

）
が
モ
レ
（G

. M
ollet

）
元
首
相
に
宛
て
て
作
成
し
、閣
議
（C

onseil interm
inistériel

）
に
付
託
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。

そ
の
条
文
案
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

二
五
六
八
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﹁
第
六
条　

共
和
国
大
統
領
は
、
法
律
が
憲
法
に
反
す
る
と
考
え
る
場
合
、
憲
法
裁
判
所
（tribunal constitutionnel

）
に
付
託
す

る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
。﹂（
７
）

　

そ
の
後
、
七
月
八
日
に
、
諮
問
委
員
会
（groupe de travail

）
は
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
を
行
う
機
関
の
名
称
を
変
更
し
、
憲
法
裁
判

所
で
は
な
く
、
憲
法
委
員
会
（C

om
ité constitutionnel

）
の
設
置
を
提
案
し
た
。
ま
た
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
関
す
る
提
訴
権
者
に

つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
。

﹁
第
Ｅ
条　

①
法
律
の
審
署
の
期
日
ま
で
に
、
共
和
国
大
統
領
、
元
老
院
議
長
（
も
し
く
は
元
老
院
議
長
が
複
数
の
場
合
は
そ
の
う
ち

の
一
人
）
お
よ
び
国
民
議
会
議
長
は
、
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
律
を
違
憲
と
す
る
申
立
を
憲
法
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
。﹂（
８
）

　

本
条
で
初
め
て
、﹁
法
律
の
審
署
の
期
日
ま
で
に
﹂
と
い
う
文
言
が
入
り
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
が
審
署
前
、
す
な
わ
ち
事
前
審
査
と
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
が
こ
こ
で
定
め
ら
れ
た
。

　

同
年
七
月
一
〇
日
頃
の
憲
法
草
案
で
、
Ｅ
条
は
Ｄ
条
と
な
り
、
一
項
は
次
の
通
り
修
正
さ
れ
た
（
９
）。

﹁
第
Ｄ
条　

①
法
律
の
審
署
の
期
日
ま
で
に
、
共
和
国
大
統
領
、
元
老
院
議
長
、
国
民
議
会
議
長
も
し
く
は
首
相
は
、
憲
法
院
に
対
し

て
違
憲
の
法
律
と
す
る
申
立
を
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
）
₁₀
（

　

Ｄ
条
一
項
で
、違
憲
審
査
権
を
持
つ
機
関
の
名
称
が
、憲
法
委
員
会
か
ら
憲
法
院
（C

onseil constitutionnel

）
に
変
更
さ
れ
る
。
ま
た
、

法
律
の
合
憲
性
審
査
の
提
訴
権
者
に
首
相
が
加
わ
り
、
四
名
と
な
っ
た
。

　

二
日
後
に
提
出
さ
れ
た
七
月
一
五
日
憲
法
草
案
で
は
、
Ｄ
条
が
五
二
条
と
な
り
、
次
の
条
文
案
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

﹁
第
五
二
条　

①
法
律
の
審
署
の
期
日
ま
で
に
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
ま
た
は
両
院
議
長
は
、
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
文
の

合
憲
的
性
質
（caractère constitutionnel

）
を
尊
重
す
る
こ
と
を
憲
法
院
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
）
₁₁
（

二
五
六
九
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七
月
一
九
日
憲
法
草
案
で
は
、
五
二
条
は
五
八
条
に
移
行
し
、
内
容
は
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た）
₁₂
（

。

　

八
月
五
日
に
は
、
さ
ら
に
新
た
な
修
正
と
し
て
提
訴
権
者
に
両
院
の
三
分
の
一
の
議
員
が
加
わ
る
案
が
提
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
削
除

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

内
容
が
修
正
さ
れ
、
現
行
条
文
の
表
現
に
な
っ
た
の
は
八
月
二
一
日
の
憲
法
草
案
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
後
は
一
部
修
正
お
よ
び
掲
載

箇
所
が
変
わ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
九
月
一
日
の
閣
議
で
、
六
〇
条
に
移
行
し
て
お
り
、
そ
の
条
文
案
の
中
で
、
一
部
修
正
さ
れ
た）
₁₃
（

。

　

九
月
三
日
に
は
、
同
条
は
六
一
条
二
項
に
移
行
し
、
採
択
さ
れ
た
。

　
（
二
）　

憲
法
院
の
構
成
に
関
す
る
条
文
案

　
　
（
１
）　

憲
法
院
の
任
命
に
関
す
る
条
文
案

　

現
行
憲
法
五
六
条
一
項
は
、﹁
憲
法
院
は
、
九
名
の
構
成
員
か
ら
成
り
、
そ
の
任
期
は
九
年
で
、
再
任
さ
れ
な
い
。
憲
法
院
は
、
三
年
ご

と
に
三
分
の
一
ず
つ
改
選
と
な
る
。
構
成
員
の
う
ち
三
名
は
共
和
国
大
統
領
が
、
三
名
は
国
民
議
会
議
長
が
、
三
名
は
元
老
院
議
長
が
任
命

す
る
。﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

　

一
九
五
八
年
七
月
八
日
の
諮
問
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
員
の
任
命
権
者
に
つ
い
て
提
案
し
た
。

﹁
第
Ａ
条　

①
憲
法
委
員
会
は
九
名
で
構
成
す
る
。
四
名
は
共
和
国
大
統
領
が
、
二
名
は
元
老
院
議
長
（
も
し
く
は
元
老
院
議
長
が
複

数
い
れ
ば
そ
の
う
ち
の
一
人
）
が
、
二
名
は
国
民
議
会
議
長
が
任
命
す
る
。
憲
法
委
員
会
の
九
人
目
の
構
成
員
は
、
他
の
構
成
員
に

よ
っ
て
選
ば
れ
る
。﹂
）
₁₄
（

　

そ
の
後
、
Ａ
条
は
、
七
月
一
五
日
憲
法
草
案
で
四
八
条
と
し
て
提
案
さ
れ）
₁₅
（

、
さ
ら
に
、
七
月
一
九
日
憲
法
草
案
で
は
、
四
八
条
が
五
〇
条

と
な
っ
て
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
五
七
〇
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﹁
第
五
〇
条　

①
憲
法
院
は
九
名
で
構
成
す
る
。
そ
の
う
ち
院
長
を
含
む
三
名
は
共
和
国
大
統
領
に
よ
っ
て
、
三
名
は
国
民
議
会
議
長

に
よ
っ
て
、
三
名
は
元
老
院
議
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。﹂
）
₁₆
（

　

こ
う
し
て
、
三
名
の
任
命
す
る
憲
法
院
構
成
員
の
人
数
が
三
名
ず
つ
と
等
し
く
な
り
、
そ
の
後
、
現
行
条
文
の
形
が
出
来
上
が
る
。
最
終

的
に
、
本
条
は
五
六
条
一
項
に
移
行
し
、
採
択
さ
れ
た
。

　
　
（
２
）　

元
大
統
領
が
当
然
に
憲
法
院
構
成
員
と
な
る
条
文
案

　

現
行
憲
法
五
六
条
二
項
は
、﹁
前
項
が
定
め
る
九
名
の
構
成
員
の
ほ
か
、
元
共
和
国
大
統
領
は
、
当
然
に
終
身
の
憲
法
院
構
成
員
で
あ
る
。﹂

と
定
め
る
。

　

一
九
五
八
年
七
月
一
六
日
の
諮
問
委
員
会
で
初
め
て
、
元
大
統
領
が
憲
法
院
構
成
員
に
加
わ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
提
案
さ
れ
た
。

﹁
第
四
八
条
の
二　

前
条
に
定
め
る
九
名
の
構
成
員
の
ほ
か
、
元
共
和
国
大
統
領
は
、
当
然
に
終
身
の
憲
法
院
構
成
員
で
あ
る
。﹂
）
₁₇
（

　

七
月
一
九
日
憲
法
草
案
で
は
、
本
条
は
移
行
し
、
五
一
条
に
規
定
さ
れ）
₁₈
（

、
そ
の
後
、
七
月
二
三
日
お
よ
び
二
五
日
に
閣
議
に
付
託
さ
れ
た

憲
法
草
案
で
は
、
コ
テ
ィ
（R
. C

oty

）
大
統
領
が
本
条
を
五
〇
条
二
項
に
移
行
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
七
月

二
六
・
二
九
日
憲
法
草
案
で
五
〇
条
二
項
は
五
一
条
二
項
に
移
行
し
た）
₁₉
（

。

　

八
月
五
日
の
憲
法
諮
問
委
員
会
で
、
ブ
リ
ュ
イ
ネ
ル
（R

. B
ruyneel

）
は
本
条
を
削
除
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か

っ
た）
₂₀
（

。
同
時
に
、
バ
ラ
ン
タ
ン
（F. V

alentin

）
の
提
出
し
た
修
正
案
は
一
時
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
八
月
八
日
憲
法
諮
問
委
員
会
の
修
正

案
で
採
用
さ
れ
た
が）
₂₁
（

、
一
九
五
八
年
八
月
二
五
・
二
六
日
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
報
告
に
よ
り
原
案
に
戻
っ
た）
₂₂
（

。

　

最
終
的
に
、
八
月
二
七
・
二
八
日
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
総
会
で
、
同
条
は
五
四
条
二
項
に）
₂₃
（

、
一
九
五
八
年
九
月
三
日
に
は
、
五
六
条
二
項

に
移
行
し）
₂₄
（

、
採
択
さ
れ
た
。

二
五
七
一
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同
志
社
法
学　

六
三
巻
五
号�

四
五
四

一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

二　

一
九
五
八
年
憲
法
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
条
文
案

　
（
一
）　

議
員
に
よ
る
提
訴

　

ト
リ
ブ
レ
（R

. T
riboulet

）
に
よ
り
、
五
八
条
一
項
に
つ
い
て
次
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ）
₂₅
（

、
一
九
五
八
年
八
月
八
日
の
憲
法
諮
問
委
員

会
で
、
同
修
正
案
五
八
条
一
項
は
五
七
条
二
項
に
移
行
し
、
一
時
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
条
文
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

﹁
第
五
七
条　

②
同
様
の
目
的
で
、
法
律
は
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
両
院
の
議
長
ま
た
は
三
分
の
一
の
議
員
に
よ
り
、
憲
法
院
に

提
訴
（déférées
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
）
₂₆
（

　

先
の
修
正
案
で
提
訴
権
者
に
首
相
が
加
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
国
民
議
会
お
よ
び
元
老
院
の
各
三
分
の
一
も
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
八
月
二
一
日
に
採
択
さ
れ
た
憲
法
案
で
は
、﹁
両
院
の
三
分
の
一
の
議
員
﹂
の
箇
所
が
削
除
さ
れ
た）
₂₇
（

。

　
（
二
）　

事
後
審
査
制
の
導
入

　

一
九
五
八
年
七
月
八
日
の
諮
問
委
員
会
で
提
案
さ
れ
た
注
目
す
べ
き
規
定
は
、
次
の
条
文
案
で
あ
る
。

﹁
第
Ｇ
条　

憲
法
委
員
会
は
、
係
争
中
に
判
断
し
た
破
毀
院
も
し
く
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
要
求
に
基
づ
き
、
当
該
法
律
が
申
立
を

さ
れ
る
裁
判
所
が
下
す
判
断
の
理
由
と
な
る
範
囲
で
、（
国
ま
た
は
地
方
の
）
法
律
の
違
憲
性
に
つ
い
て
の
裁
判
権
を
有
す
る
。﹂
）
₂₈
（

　

一
九
五
八
年
憲
法
草
案
の
段
階
で
、
二
〇
〇
八
年
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
導
入
さ
れ
た
事
後
審
査
制
が
既
に
提
案
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
同
年
七
月
一
〇
日
頃
の
憲
法
草
案
で
は
、
Ｇ
条
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た）
₂₉
（

。

二
五
七
二
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第
二
節　

制
定
過
程
に
お
け
る
条
文
案
の
検
討

一　

大
統
領
の
権
限
強
化

　

法
律
の
合
憲
性
審
査
に
関
す
る
規
定
が
現
れ
た
最
も
早
い
時
期
の
条
文
案
か
ら
、
違
憲
審
査
権
が
大
統
領
固
有
の
権
限
と
し
て
提
案
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
現
在
、
違
憲
審
査
に
関
す
る
諸
規
定
は
、﹁
第
七
章
憲
法
院
﹂
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
一
九
五
八

年
憲
法
制
定
当
初
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
は
大
統
領
一
人
が
持
つ
権
限
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
法
律
に
つ
い
て
異
議
を
唱

え
る
こ
と
が
で
き
る
大
統
領
固
有
の
権
限
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
統
領
の
拒
否
権
が
想
起
さ
れ
る）
₃₀
（

。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条
七
節
二
項
で
、
大
統
領
は
、
上
下
両
院
を
通
過
し
た
法
律
案
が
法
律
と
な
る
前
に
提
出
さ
れ
、

そ
れ
に
承
認
し
な
い
場
合
に
は
、
理
由
を
付
し
て
、
同
法
律
案
を
発
議
し
た
議
院
に
戻
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
権

力
分
立
の
構
想
の
下
、
大
統
領
は
、
議
会
に
対
す
る
唯
一
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
し
て
拒
否
権
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、﹁
議
会
＝

二
院
制
と
大
統
領
政
治
の
安
定
﹂
を
維
持
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）
₃₁
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
い
て
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
関
す
る
条
文
案
の
ほ
か
、
憲
法
院
構
成
員
の
任
命
に
関
し
て
も
、
当
初
、
大
統
領
の

任
命
に
よ
る
裁
判
官
を
他
の
任
命
権
者
に
よ
る
よ
り
も
二
名
多
く
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
大
統
領
の
権
限
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
は
、
大
統
領
の
権
限
を
強
化
し
、
相
対
的
に
議
会
の
権
限
を
弱
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た）
₃₂
（

。
従
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
で
は
権
力
分
立
を
念
頭
に
置
い
た
立
法
権
に
対
す
る
抑
制
と
し
て
機
能
し
て
い
た
拒
否
権
を
意
識
し
て
、
当
初
、
憲
法
裁
判
所
へ
の
法
律

付
託
権
は
、
大
統
領
固
有
の
権
限
と
草
案
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

二
五
七
三
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一
九
五
八
年
憲
法
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け
る
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違
憲
審
査
制
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定
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二　

法
律
の
合
憲
性
審
査
機
関
の
名
称

　

一
九
五
八
年
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
を
行
う
機
関
の
名
称
は
、
憲
法
裁
判
所
か
ら
憲
法
委
員
会
に
な
り
、
そ
の

後
、
現
在
の
憲
法
院
に
決
定
さ
れ
た
。

　

最
初
の
憲
法
裁
判
所
と
い
う
名
称
の
中
の
﹁
裁
判
所
﹂
の
原
語
は
、tribunal

で
あ
る
。tribunal

と
は
、
一
九
五
八
年
憲
法
以
前
の
民

事
裁
判
所
（tribunal civil

）
を
は
じ
め
と
す
る
裁
判
機
関
（juridiction

）
の
総
称
で
あ
り
、
行
政
機
関
（adm

inistration

）
と
対
比
し

て
用
い
ら
れ
る
名
称
で
あ
る）
₃₃
（

。
従
っ
て
、
当
初
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
は
、
裁
判
機
関
の
権
限
領
域
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
憲
法
制
定
過
程
の
中
で
、
憲
法
委
員
会
と
い
う
、
第
四
共
和
制
下
で
使
用
さ
れ
て
い
た
名
称
が
一
時
的
に
採
用
さ
れ

る
。
一
九
四
六
年
憲
法
は
、
憲
法
九
一
条
一
項
で
﹁
憲
法
委
員
会
は
共
和
国
大
統
領
に
よ
り
主
催
さ
れ
る
。﹂
と
し
、
同
条
三
項
で
﹁
憲
法

委
員
会
は
、
国
民
議
会
に
よ
り
議
決
さ
れ
た
法
律
が
憲
法
改
正
を
前
提
と
し
て
い
る
か
否
か
を
審
査
す
る
。﹂
と
定
め
、
さ
ら
に
、
同
法
九

二
条
三
項
で
は
﹁︹
憲
法
・
筆
者
注
︺
委
員
会
は
、
現
行
憲
法
の
第
Ⅰ
章
か
ら
第
Ⅹ
章
の
規
定
の
改
正
可
能
性
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
し

か
持
た
な
い
。﹂
と
規
定
し
て
い
た）
₃₄
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
史
上
、
後
述
の
通
り
、
一
九
五
八
年
憲
法
以
前
に
も
違
憲
審
査
を
行
う
機
関
は
例
外
的
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、

第
四
共
和
制
下
の
憲
法
委
員
会
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
一
七
九
九
年
憲
法
と
一
八
五
二
年
憲
法
の
護
憲
元
老
院
（sénat 

conservateur

）
で
あ
っ
た）
₃₅
（

。
し
か
し
、
護
憲
元
老
院
は
、
第
一
・
第
二
帝
政
下
に
あ
り
、
強
い
皇
帝
の
独
裁
制
を
法
的
に
容
認
す
る
存
在

に
す
ぎ
な
か
っ
た）
₃₆
（

。
こ
の
よ
う
な
護
憲
元
老
院
の
記
憶
か
ら
、
第
四
共
和
制
に
お
い
て
違
憲
審
査
制
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
た
。

し
か
し
、
各
政
党
の
﹁
妥
協
の
産
物
﹂
と
し
て
、
一
九
四
六
年
憲
法
の
﹁
第
一
一
章
憲
法
改
正
﹂
の
中
に
、
先
述
の
通
り
、
憲
法
委
員
会
に

関
す
る
条
文
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る）
₃₇
（

。

　

一
九
四
六
年
憲
法
九
一
条
三
項
は
婉
曲
な
表
現
を
用
い
て
お
り
、
真
正
面
か
ら
﹁
法
律
の
合
憲
性
審
査
﹂
の
文
言
を
使
う
こ
と
を
避
け
て

二
五
七
四
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一
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フ
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同
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社
法
学　

六
三
巻
五
号�

四
五
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い
る
。
同
条
の
、
憲
法
改
正
を
前
提
と
す
る
法
律
と
は
当
該
憲
法
に
反
す
る
法
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
同
条
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
、
議
会
が
憲
法
を
侵
害
す
る
法
律
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
言
せ
ず
、
不
注
意
な
が
ら
手
続
の
誤
り
に
よ
り
当
該
法
律
が
憲
法
委
員

会
に
付
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
制
度
に
お
い
て
重
大
な
問
題
点
と
し
て
、
違
憲
審
査
権
の
お
よ
ぶ
法
律
は
、
憲
法
の
第
Ⅰ
章
か
ら
第
Ⅹ
章
の
改
正
に
関
わ
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
六
年
憲
法
も
、
一
九
五
八
年
憲
法
と
同
様
、
本
文
中
に
は
人
権
規
定

は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
﹁
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
で
確
立
さ
れ
た
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
と
自
由
な
ら
び
に
共
和
国

の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
的
な
諸
原
則
を
原
則
に
確
認
す
る
﹂
と
規
定
し
、
ま
た
、﹁
現
代
に
特
に
必
要
な
﹂﹁
政
治
的
、
経
済

的
お
よ
び
社
会
的
諸
原
理
﹂
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
委
員
会
に
対
し
て
、
第
Ⅰ
章
か
ら
第
Ⅹ
章
の
改
正
に
関
わ
る
法

律
の
違
憲
審
査
権
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
前
文
の
人
権
規
定
に
反
す
る
法
律
に
対
し
て
違
憲
審
査
権
が
及
ば
な
い
こ
と
を
明

示
的
に
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
第
四
共
和
制
下
の
憲
法
委
員
会
の
活
動
は
、
一
九
四
八
年
六
月
六
日
か
ら
同
月
一
八
日
の
期
間
に
一
度
開
か
れ
た
の
み
で
あ

り
、
そ
の
う
え
、
内
容
は
法
律
の
違
憲
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
両
院
の
意
見
の
不
一
致
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た）
₃₈
（

。

　

従
っ
て
、
第
五
共
和
制
の
憲
法
草
案
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
除
く
規
定
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
名
称
は
憲
法
院
（C

onseil constitutionnel

）
に
変
更
さ
れ
る
。
こ
のconseil

と
い
う
語
は
、
行
政
系
統
の
最
高
裁
判
所
と

し
て
の
役
割
と
諮
問
機
関
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
（C

onseil d’É
tat

）
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、﹁
助
言
、
答
申
、

争
訟
の
解
決
を
行
う
会
議
体
﹂
を
指
す）
₃₉
（

。

　

憲
法
院
の
創
設
に
つ
い
て
、
一
九
五
八
年
七
月
二
九
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

﹁
憲
法
の
尊
重
を
保
障
す
る
た
め
に
、
憲
法
院
を
創
設
す
る
。
憲
法
院
は
憲
法
の
適
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
責
任
が
あ
る
。
憲
法
院

二
五
七
五
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同
志
社
法
学　

六
三
巻
五
号�

四
五
八

一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

は
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
文
が
憲
法
上
の
規
定
に
合
致
す
る
こ
と
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
）
₄₀
（

　

さ
ら
に
、
同
年
七
月
三
一
日
に
は
、
憲
法
諮
問
委
員
会
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

﹁
憲
法
院
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
法
律
の
入
念
な
準
備
の
た
め
に
憲
法
院
は
審
査
す
る
が
、
そ
れ
は
重
要
な
役
割
を
持
つ
。･･･

憲
法
院
は
、
立
法
者
が
実
際
非
常
に
重
視
す
る
機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
一
九
四
六
年
憲
法
に
お
け
る
憲
法
委
員
会
を
か
な
り

修
正
し
、
権
限
を
増
大
し
て
い
る
。﹂
）
₄₁
（

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
憲
法
委
員
会
か
ら
憲
法
院
へ
の
名
称
変
更
は
、
一
九
四
六
年
憲
法
に
お
け
る
憲
法
委
員
会
の
権
限
を
強
化
し
、
憲
法

の
適
用
を
監
視
す
る
責
任
あ
る
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
表
れ
で
あ
ろ
う
。
権
限
を
制
約
さ
れ
た
機
関
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す

べ
く
、
憲
法
保
障
の
た
め
に
広
い
権
限
を
有
す
る
、
憲
法
院
と
い
う
新
た
な
名
称
を
持
つ
機
関
が
設
置
さ
れ
た
と
い
え
る
。

三　

憲
法
院
へ
の
提
訴
権
者

　

法
律
の
合
憲
性
審
査
の
提
訴
権
者
は
、
幾
度
か
修
正
さ
れ
る
。
提
訴
権
は
先
述
の
通
り
、
最
初
は
大
統
領
固
有
の
権
利
と
し
て
存
在
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
大
統
領
に
加
え
て
、
国
民
議
会
議
長
お
よ
び
元
老
院
議
長
も
提
訴
権
者
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
一
九
四
六
年
憲
法
九
二
条
一
項
に
お
い
て
、
憲
法
委
員
会
は
、
大
統
領
お
よ
び
共
和
国
評
議
会
（coneseil de la 

R
épublique

）
議
長
の
共
同
提
案
に
よ
り
付
託
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る）
₄₂
（

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
共
和
国
評
議
会
と
は
、

第
四
共
和
制
に
お
け
る
第
二
院
の
名
称
で
あ
る
（
一
九
四
六
年
憲
法
五
条
）。
第
四
共
和
制
に
お
い
て
、
付
託
権
者
が
執
政
者
で
あ
る
大
統

領
と
立
法
者
で
あ
る
共
和
国
評
議
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
者
が
権
力
分
立
の
観
点
か
ら
立
法
権
に
対
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
、

後
者
が
二
院
制
の
観
点
か
ら
国
民
議
会
に
対
し
て
の
歯
止
め
と
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
五
八
年
憲
法
で
は
、
第
二
院
の
元
老
院
議
長
の
み
な
ら
ず
、
国
民
議
会
議
長
に
も
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
院

二
五
七
六
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憲
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五
九

の
関
係
は
ほ
ぼ
対
等
で
あ
る
が
、
第
五
共
和
制
で
は
、
下
院
の
優
越
を
生
み
出
し
て
い
る）
₄₃
（

。
こ
の
よ
う
な
両
院
対
等
・
下
院
の
優
越
の
流
れ

は
、
こ
の
提
訴
権
に
も
表
れ
、
元
老
院
の
特
権
で
は
な
く
、
両
院
と
も
に
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　

当
初
、
提
訴
権
者
に
首
相
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
第
五
共
和
制
は
大
統
領
の
権
限
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

大
統
領
と
首
相
の
権
限
に
差
を
設
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
大
統
領
、
首
相
、
両
院
の
議
長
の
四
名
と
な
り
、
政
治
機
関
の
長
は
全
て
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
つ
い
て
の

憲
法
院
へ
の
提
訴
権
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
首
相
に
も
提
訴
権
を
認
め
た
こ
と
は
、
執
行
権
に
よ
る
立
法
権
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
強

化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
憲
法
制
定
過
程
の
中
で
一
時
、
議
員
に
も
提
訴
権
を
与
え
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
で
検
討
す

る
。

四　

一
九
五
八
年
憲
法
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
条
文
案
に
つ
い
て

　

議
員
に
よ
る
提
訴
も
、
事
後
審
査
制
も
、
一
九
五
八
年
憲
法
で
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
は
、
そ
の
後
、
憲
法
改
正
を

経
て
、
採
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

議
員
に
よ
る
提
訴
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
憲
法
院
へ
の
提
訴
権
者
が
大
統
領
、
首
相
、
国
民
議
会
議
長
お
よ
び
元
老
院
議
長
の
四
名
に

限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
七
一
年
結
社
の
自
由
判
決
後
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
₄₄
（

。
そ
の
結
果
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
に
、
ジ
ス
カ

ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
（V. G

iscard d’ E
staing

）
大
統
領
の
発
案
に
よ
っ
て
、
議
員
へ
の
提
訴
権
拡
大
の
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
）
₄₅
（

。

　

こ
の
憲
法
改
正
の
理
由
に
は
、
本
改
正
以
前
は
提
訴
権
者
が
政
治
的
多
数
派
に
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
申
立
数
が
極
端
に
少
な
か
っ
た

二
五
七
七
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同
志
社
法
学　

六
三
巻
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一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

こ
と
が
あ
る
。
憲
法
院
の
創
設
以
来
、
一
九
七
四
年
ま
で
憲
法
院
に
提
訴
さ
れ
た
件
数
は
九
件
で
あ
っ
た）
₄₆
（

。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
首
相
が
立

法
府
と
行
政
府
の
権
限
配
分
を
巡
っ
て
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
七
一
年
結
社
の
自
由
判
決
で
憲
法
院
が
人
権
保
障
の
観
点

か
ら
判
断
を
行
っ
た
結
果
、
法
律
に
関
し
て
憲
法
院
に
よ
る
人
権
保
障
を
積
極
化
さ
せ
る
に
は
、
提
訴
権
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た）
₄₇
（

。

　

そ
の
結
果
、
六
〇
名
の
国
民
議
会
議
員
お
よ
び
六
〇
名
の
元
老
院
議
員
が
憲
法
院
へ
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

憲
法
改
正
に
よ
り
、
少
数
派
の
議
員
に
よ
る
提
訴
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
で
、
野
党
に
よ
る
提
訴
を
中
心
に
、
飛
躍
的
に
提
訴
件
数
が
伸
び
、

憲
法
院
の
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
役
割
が
確
立
し
た
。

　

事
後
審
査
制
に
つ
い
て
は
、
長
い
間
議
論
さ
れ
て
き
た
が）
₄₈
（

、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
憲
法
改
正
に
至
っ
た）
₄₉
（

。
憲
法
院
に
提
訴
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
に
審
査
さ
れ
な
か
っ
た
通
常
法
律
が
実
は
違
憲
性
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
は
国
の
最

高
法
規
で
あ
る
憲
法
を
根
拠
に
憲
法
院
に
対
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
長
年
、
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

事
後
審
査
制
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
法
律
に
対
す
る
審
査
制
度
と
比
較
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
条
文
の
内
容
が
検
討
さ
れ
た）
₅₀
（

。
特
に
、
審
査
の
対
象
と
な
る
通
常
法
律
の
範
囲
に
つ
い
て
、
議
論
が
続
い
て
い
た
が
、
最
終

的
に
は
、
全
て
の
通
常
法
律
に
事
後
審
査
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章　

一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
る
違
憲
審
査
制
の
制
定
理
由

　

第
一
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
れ
ま
で
の
制
度
を
見
直
し
、
特
に
以
前
の
一
九
四
六
年
憲
法
に
お
け
る
憲
法
委
員
会
に
関
す
る
問
題
点
を

二
五
七
八
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改
善
し
た
上
で
、
第
五
共
和
制
に
お
け
る
大
統
領
権
限
強
化
の
目
的
に
沿
っ
て
、
新
た
に
憲
法
院
を
創
設
し
、
違
憲
審
査
権
を
付
与
し
た
こ

と
を
見
て
き
た
。
こ
の
憲
法
院
に
よ
る
違
憲
審
査
は
、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
採
用
し
て
い
る
司
法
審
査
型
に
も
、
ド
イ
ツ
の
採
用
し
た
憲
法

裁
判
型
に
も
属
さ
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
、﹁
事
前
に
の
み
判
断
を
行
う
﹂
も
の
で
あ
っ
た
。

　

憲
法
院
は
、
創
設
当
初
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
院
は
政
治
的
機
関
で
あ
っ
て
、
裁
判
機
関
で
は
な
い

と
の
考
え
が
強
く
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
は
年
に
一
件
ほ
ど
し
か
行
わ
れ
ず
、
主
な
任
務
は
、
大
統
領
と
議
会
の
権
限
配
分
を
行
う
こ
と
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）
₅₁
（

。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
違
憲
審
査
制
を
制
定
し
た
理
由
に
着
目
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
再
検
討

し
た
い
。

第
一
節　

憲
法
起
草
者
ド
ゥ
ブ
レ
の
見
解

　

一
九
五
八
年
憲
法
の
制
定
当
時
、
司
法
大
臣
を
務
め
た
ド
ゥ
ブ
レ
（M

. D
ebré

）
は
、﹁
憲
法
の
﹃
実
の
父
﹄﹂
と
言
わ
れ
て
い
る）
₅₂
（

。
ド

ゥ
ブ
レ
は
、
憲
法
諮
問
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
ド
・
ゴ
ー
ル
の
憲
法
思
想
に
忠
実
に
従
っ
た
憲
法
を
起
草
し
た）
₅₃
（

。

　

近
年
、
ド
ゥ
ブ
レ
の
政
治
お
よ
び
憲
法
思
想
に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
た
ア
ロ
マ
タ
リ
オ
（S. A

rom
atario

）
は
、
一
九
五
八
年
憲
法

に
お
け
る
違
憲
審
査
制
の
創
設
に
関
す
る
ド
ゥ
ブ
レ
の
考
え
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

合
憲
性
審
査
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
の
下
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
以
来
、
次
第
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。

合
憲
性
審
査
を
必
要
と
す
る
の
は
、
こ
の
審
査
な
く
し
て
、
最
高
規
範
に
対
す
る
法
規
定
の
適
合
性
の
保
障
は
確
実
で
な
い
か
ら
で
あ
る）
₅₄
（

。

ド
ゥ
ブ
レ
は
、
一
九
三
六
年
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
つ
い
て
明
確
に
否
定
し
た
ア
リ
ギ
（A

rrighi

）
事
件）
₅₅
（

に
関

し
て
、
法
律
の
有
効
性
の
可
能
な
審
査
と
い
う
意
味
で
報
告
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
ゥ
ブ
レ
は
、
自
由
の
尊
重
お
よ
び
保
障
は
全
て
の

二
五
七
九
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一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

民
主
主
義
国
家
の
中
心
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る）
₅₆
（

。
準
備
さ
れ
た
憲
法
草
案
と
と
も
に
、
自
由
に
対
す
る
上
位
規
範
の
価

値
を
与
え
る
こ
と
で
こ
の
保
障
に
つ
い
て
再
び
検
討
し
た
。
そ
れ
ら
を
侵
害
す
る
と
、人
間
に
対
す
る
基
本
的
諸
権
利
を
冒
す
だ
け
で
な
く
、

民
主
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
ゆ
が
め
る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
国
家
の
権
限
を
全
て
に
お
い
て
基
礎
づ
け
、
制
限
す
る
数
多
く
の
法
規
範
が

存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
は
上
位
規
範
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
判
の
伝

統
に
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
風
土
の
中
で
、
こ
の
改
革
に
着
手
す
る
た
め
に
、
一
方
で
こ
れ
ら
の
基
本
的
自
由
を
明
記
す
る
こ
と
、
そ
れ

ら
を
保
障
す
る
た
め
に
特
別
な
裁
判
所
（tribunal

）
を
創
設
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

基
本
的
政
治
的
自
由
に
つ
い
て
、
一
九
五
八
年
憲
法
の
制
定
に
あ
た
り
、
草
案
で
は
、
第
一
章
に
﹁
市
民
の
諸
権
利
﹂
の
宣
言
を
置
い
て

い
た
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ブ
レ
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た）
₅₇
（

。
ド
ゥ
ブ
レ
に
よ
る
草
案
の
前
文
は
共
和
国
の
基
本
的
原
則
、﹁
統
一
性
と
不
可
分

性
﹂、﹁
教
育
の
自
由
﹂、﹁
財
産
権
﹂、﹁
国
家
が
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
の
自
由
﹂
を
概
括
し
た
。
ド
ゥ
ブ
レ
は
、
国
の
責
務
の
う

ち
、
尊
厳
を
保
障
す
る
責
務
を
象
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る）
₅₈
（

。
つ
ま
り
、﹁
重
要
な
諸
法
律
と
は
、
す
な
わ
ち
社
会
サ

ー
ビ
ス
は
全
て
の
人
生
で
人
の
自
由
な
生
活
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
。
草
案
作
成
の
メ
ン
バ
ー
は
、
固
有
の
諸
権
利
を
明
確
に
回

復
し
、
近
代
的
な
宣
言
を
明
記
す
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
ド
ゥ
ブ
レ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
﹁
社
会
生
活
に
お
け
る
基
本
的
諸

権
利
が
軽
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
軽
視
を
操
る
政
治
的
隷
属
の
時
代
﹂
を
経
験
し
て
き
た
事
実
に
よ
っ
て
、
こ
の
選
択
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、﹁
正
し
い
主
張
は
、
人
間
の
神
聖
な
諸
権
利
を
再
び
記
す
不
要
な
宣
言
を
せ
ず
に
、
横
暴
お
よ

び
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
影
響
を
打
破
す
る
﹂）
₅₉
（

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

社
会
生
活
の
現
代
的
な
条
件
に
適
用
す
る
草
案
が
準
備
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
規
定
は
諸
自
由
を
明
確
化
す
る
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

一
条
か
ら
五
条
は
、
言
論
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、
教
育
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
な
ど
で
あ
る
。
ド
ゥ
ブ
レ
は
、
最
初
の
草

案
を
検
討
し
、
一
一
条
を
追
加
し
、﹁
基
本
的
な
政
治
的
自
由
に
対
す
る
法
律
の
廃
止
の
請
求
を
判
決
す
る
﹂
こ
と
を
使
命
に
持
つ
﹁
特
別

二
五
八
〇
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裁
判
所
﹂
の
創
設
を
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
全
て
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、﹁
市
民
の
あ
る
政
治
的
権
利
、
そ
の

尊
重
は
国
民
の
意
思
の
表
明
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
考
え
た
。
そ
の
自
由
と
は
、﹁
個
人
の
自
由
、
公
的
言
論
の
自
由
お
よ
び
宗

教
の
自
由
、
報
道
の
自
由
、
教
育
の
自
由
﹂
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、﹁
市
民
の
諸
権
利
﹂
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
他
の
権
利
お
よ
び
自
由
は
、

保
障
さ
れ
る
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る）
₆₀
（

。

　

特
別
裁
判
所
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
ブ
レ
は
、
議
会
の
行
為
に
つ
い
て
判
事
（juges

）
が
統
制
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
シ
ス
テ
ム

に
反
す
る
と
考
え
、
主
権
を
持
つ
国
民
よ
り
も
上
に
感
じ
る
権
限
を
嫌
っ
た
。
そ
の
結
果
、
政
治
的
要
求
に
対
し
て
大
き
な
地
位
を
占
め
る

よ
う
な
、
一
方
で
裁
判
官
（m

agistrats

）
の
立
場
で
、
他
方
で
議
会
の
立
場
と
し
て
権
限
を
有
す
る
機
関
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
る）
₆₁
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
基
本
的
政
治
的
自
由
を
捉
え
、
ド
ゥ
ブ
レ
は
、
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
合
憲
性
審
査
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節　

違
憲
審
査
制
の
制
定
理
由
に
関
す
る
再
検
討

　

前
節
の
通
り
、
憲
法
起
草
者
ド
ゥ
ブ
レ
の
考
え
も
相
ま
っ
て
、
一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
り
憲
法
院
は
創
設
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
長
い
間
拒
絶

さ
れ
て
き
た
違
憲
審
査
権
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
こ
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た）
₆₂
（

。
と
り
わ

け
、
本
節
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
、
事
後
的
に
憲
法
問
題
を
解
決
す
る
ド
イ
ツ
型
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
型
と
も
異
な
る
独
自
の
違
憲
審
査
制
を
採

用
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
内
容
か
ら
再
検
討
し
た
い
。

一　

一
九
五
八
年
憲
法
に
至
る
ま
で
の
違
憲
審
査
制
の
歴
史

　

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
、
高
等
法
院
（P

arlem
ent

）
は
司
法
権
の
ほ
か
、
立
法
権
お
よ
び
行
政
権
に
関
わ
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、

一
七
世
紀
に
そ
の
権
限
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
王
法
に
対
す
る
審
査
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た）
₆₃
（

。
し
か

二
五
八
一
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一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

し
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
も
っ
て
国
王
に
対
立
し
、
市
民
の
支
持
を
得
て
い
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
初
期
ま
で
で
あ
る）
₆₄
（

。
そ
の
後
、
特
権

階
級
で
あ
る
高
等
法
院
の
裁
判
官
は
、
結
局
は
革
命
側
と
は
立
場
を
異
に
し
、
対
立
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
市
民
は
司
法
裁
判
所
に
対
し

て
不
信
感
を
募
ら
せ
、
同
裁
判
所
に
違
憲
審
査
権
を
認
め
な
い
こ
と
と
な
る）
₆₅
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ボ
ル
ー
（L

. F
avoreu

）
は
、
高

等
法
院
に
よ
る
権
力
濫
用
に
よ
り
、
司
法
に
対
す
る
不
信
が
生
ま
れ
、
革
命
期
の
政
治
家
は
、
裁
判
所
が
立
法
権
を
統
制
す
る
こ
と
を
禁
じ

る
の
み
な
ら
ず
、
執
行
権
を
統
制
す
る
こ
と
さ
え
も
認
め
な
か
っ
た
と
い
う）
₆₆
（

。
彼
ら
は
、
権
限
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
執
行

権
で
あ
っ
て
、
立
法
権
で
は
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
執
行
権
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
統
制
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
前
後
に
活
躍
し
た
政
治
家
シ
エ
ー
ス
（E

. Sieyès

）
は
、
ア
メ
リ
カ
で
一
八
〇
三
年
に
マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン

事
件
判
決）
₆₇
（

に
よ
っ
て
違
憲
審
査
制
が
確
立
す
る
よ
り
も
前
に
、
一
七
九
五
年
憲
法
の
草
案
過
程
で
、
憲
法
陪
審
（jurie 

constitutionnaire

）
案
を
提
示
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、﹁
憲
法
を
保
障
す
る
た
め
に
立
法
府
の
行
為
で
さ
え
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂）
₆₈
（

こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
憲
法
陪
審
の
構
成
員
は
議
員
出
身
者
か
ら
選
ば
れ
、
憲
法
問
題
の
提
訴
は
議
員
の
み
な
ら
ず
市
民
も
個
人

で
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
憲
法
陪
審
の
制
度
は
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
審
査
を
避
け
、
政
治
的
機
関
が
違
憲
審
査
を
行
う
こ
と
で
、
憲
法
を

保
障
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る）
₆₉
（

。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
議
会
主
権
の
考
え
を
主
張
す
る
立
場
を
は
じ
め
様
々
な
反
対
に
よ
り

実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が）
₇₀
（

、
シ
エ
ー
ス
の
考
え
は
一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
る
憲
法
院
の
創
設
に
も
引
き
継
が
れ
た
と
い
え
る）
₇₁
（

。

　

一
七
九
九
年
憲
法
お
よ
び
一
八
五
二
年
憲
法
の
護
憲
元
老
院
は
、
シ
エ
ー
ス
の
憲
法
陪
審
案
を
も
と
に
創
ら
れ
、
法
律
の
違
憲
審
査
権
を

付
与
さ
れ
た
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
を
容
認
す
る
存
在
に
す
ぎ
ず
、
憲
法
保
障
機
関
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た）
₇₂
（

。
こ
の
よ
う
に

制
度
が
失
敗
し
た
結
果
、
そ
の
後
長
ら
く
、
法
律
を
審
査
す
る
機
関
は
創
設
さ
れ
ず
、
政
治
的
機
関
に
よ
る
統
制
は
信
用
を
失
っ
て
い
た
と

い
え
よ
う）
₇₃
（

。

二
五
八
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一
八
七
五
年
憲
法
は
七
〇
年
間
と
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
長
く
維
持
さ
れ
て
い
た
憲
法
で
あ
る
。
違
憲
審
査
制
に
関
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
違
憲
審
査
制
に
関
し
て
議
論
が
活
発
化
し
た
の
は
、
こ
の
第
三
共
和
制
下
で
あ
っ
た）
₇₄
（

。

　

当
時
、
違
憲
審
査
制
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
政
治
家
、
学
界
、
学
説
、
同
様
に
新
聞
も
、
好
意
的
に
扱
っ
て
い
た）
₇₅
（

。
一
九
二
五
年
一
一
月

と
一
二
月
に
は
、日
刊
紙
﹁
ル
・
タ
ン
（L

e tem
ps

）﹂
が
バ
ル
テ
レ
ミ
ー
（B

arthélém
y

）、デ
ュ
ギ
ー
（D

uguit

）、ロ
ー
ラ
ン
（R

olland

）、

そ
し
て
オ
ー
リ
ュ
ー
（H

auriou

）
の
一
連
の
論
説
を
掲
載
し
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
世
論
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
主
張
は

増
え
て
い
き
、
法
律
雑
誌
に
お
い
て
学
術
的
議
論
へ
と
発
展
し
、
大
学
教
員
と
み
な
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
違
憲
審
査
の
制
度
化
を
支
持

す
る
。
オ
ー
リ
ュ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ダ
ン
（B

eudant

）
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
（Strasbourg

）
大
学
法
学
部
長
、
モ
ワ
イ
エ
（M

oye

）

モ
ン
プ
リ
エ
（M

ontpellier

）
大
学
法
学
部
長
、
モ
ロ
ー
（M

oreau

）
エ
ク
ス
・
マ
ル
セ
イ
ユ
（A

ix-M
arseille

）
大
学
法
学
部
長
、
そ

し
て
デ
ュ
ギ
ー
も
ま
た
、
教
科
書
の
初
版
で
法
律
の
合
憲
性
審
査
が
不
可
能
と
す
る
論
文
を
出
し
た
が
、
第
三
版
で
は
﹁
私
は
間
違
っ
て
い

た
﹂
と
書
く
の
で
あ
る）
₇₆
（

。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
理
由
に
つ
い
て
、
ル
ソ
ー
（D

. R
ousseau

）
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
常
に
そ
の
反
応
が
見
ら
れ
る
三
つ
の
主
要
な

理
由
に
依
拠
し
て
い
る
と
指
摘
す
る）
₇₇
（

。
ま
ず
、
一
九
二
八
年
に
バ
ル
テ
レ
ミ
ー
が
発
表
し
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
も
示
さ
れ
て
い
る
﹁
代
表

制
民
主
主
義
の
危
機
﹂
で
あ
る
。
選
挙
人
の
一
部
し
か
代
表
し
な
い
単
な
る
多
数
派
が
国
民
議
会
を
占
め
、
世
論
の
一
般
意
思
の
表
明
を
付

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
家
が
経
済
的
利
益
の
た
め
に
隷
属
状
態
と
な
り
、
法
律
に
関
し
て
一
般
意
思
の
表
明
の
長
所
を
奪
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
次
に
、
一
七
九
〇
年
八
月
一
六
日
か
ら
二
四
日
法
律
に
よ
る
と
、
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
を
禁
止
し
て
い
る
と

解
釈
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
最
後
に
、
法
律
相
互
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
裁
判
官
の
機
能
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、
法
律
と
憲

法
の
間
の
対
立
に
関
し
て
権
限
を
有
し
、
階
層
的
に
上
下
の
序
列
に
よ
っ
て
裁
判
規
範
の
尊
重
を
保
障
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論

に
つ
い
て
、
エ
ス
マ
ン
（E

sm
ein

）
や
ジ
ェ
ズ
（Jèze

）
は
、
権
力
分
立
の
原
則
を
厳
格
に
適
用
す
る
と
法
律
の
合
憲
性
審
査
は
禁
止
さ

二
五
八
三
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志
社
法
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三
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一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

れ
る
と
考
え
続
け
て
い
る
が
、
憲
法
改
正
案
は
、
何
度
も
繰
り
返
し
提
出
さ
れ
、
討
論
さ
れ
た
の
で
、
世
論
の
動
向
は
と
て
も
重
要
で
あ
る

と
い
う
。

　

こ
の
時
期
、
ブ
ノ
ワ
（C

. B
enoist

）
と
ロ
シ
ュ
（J. R

oche

）
が
憲
法
改
正
案
を
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
二
〇
〇
八
年
の
憲
法

改
正
に
よ
る
事
後
審
査
制
導
入
の
理
解
に
役
立
つ
と
ル
ソ
ー
は
指
摘
す
る）
₇₈
（

。
ブ
ノ
ワ
は
、
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
を
憲
法
に
取
り
入
れ
、

最
高
裁
判
所
（C

our suprêm
e

）
を
設
置
し
、
最
高
裁
判
所
が
立
法
府
に
よ
る
権
利
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
を
提
案
し
て

い
る）
₇₉
（

。
こ
の
最
高
裁
判
所
は
、
閣
議
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
九
名
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
構
成
員
は
破
毀
院
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
、

︹
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
の
・
筆
者
注
︺
倫
理
学
お
よ
び
政
治
学
分
野
（A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques

）
の
法
律
学
科
、

各
大
学
の
法
学
部
な
ら
び
に
弁
護
士
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
二
〇
名
の
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
任
命
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
ロ
シ
ュ
は
、
最
高
裁
判
所
と
し
て
破
毀
院
が
、
各
部
を
ま
と
め
て
合
同
の
大
法
廷
を
開
き
、﹁
立
法
権
も
し
く
は
行
政
権
に
よ

っ
て
﹂
憲
法
上
の
諸
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
市
民
が
訴
え
た
場
合
に
判
断
す
る
責
務
を
負
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
の
で
あ
る）
₈₀
（

。

　

一
九
四
六
年
憲
法
に
お
い
て
、
先
述
の
通
り
、
違
憲
審
査
権
を
持
つ
憲
法
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
以
前
の
護
憲
元
老
院
が
独
裁
を
容

認
し
た
形
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
憲
法
委
員
会
の
権
限
は
弱
い
も
の
と
な
っ
た）
₈₁
（

。
そ
の
結
果
、
憲
法
委
員
会
は
ほ
と
ん
ど
開
か
れ
ず
、
こ
の

制
度
は
形
骸
化
し
て
い
た
と
い
え
る）
₈₂
（

。

　

以
上
か
ら
、一
九
五
八
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
段
階
で
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
影
響
を
多
少
な
り
と
も
受
け
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、

二
〇
〇
八
年
の
憲
法
改
正
に
よ
る
事
後
審
査
制
の
導
入
ま
で
の
流
れ
を
考
え
る
と
、そ
の
端
緒
が
過
去
の
歴
史
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二　

一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
違
憲
審
査
制
の
制
定
理
由

　

一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
り
、
憲
法
院
が
創
設
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ド
・
ゴ
ー
ル
の
強
い
影
響
を
受

二
五
八
四
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け
て
、
第
三
・
第
四
共
和
制
の
政
治
体
制
を
転
換
さ
せ
、
議
会
制
を
合
理
化
し
、
大
統
領
の
権
限
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た）
₈₃
（

。

　

そ
こ
で
、
本
項
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
ア
メ
リ
カ
の
司
法
審
査
制
と
も
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
所
と
も
異
な
る
独
自
の
憲
法
院
と
い
う
機
関
を

創
設
し
、
違
憲
審
査
権
を
付
与
し
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

フ
ァ
ボ
ル
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
審
査
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ア
メ
リ
カ
型
を
選
択
せ
ず
に
、
し
か
し
ア
メ
リ
カ

型
の
影
響
も
受
け
て
い
る
独
自
の
憲
法
裁
判
制
度
を
選
択
し
た
理
由
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
る）
₈₄
（

。

　

フ
ァ
ボ
ル
ー
は
、
ま
ず
、
法
律
の
﹁
神
聖
化
﹂
が
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う）
₈₅
（

。
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
の
伝
統
と
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス

に
も
、
ル
ソ
ー
の
思
想
に
基
づ
い
て
﹁
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
﹂
と
捉
え
、
議
会
中
心
主
義
が
長
ら
く
続
い
て
い
た
。
従
っ
て
、
法
律
が

市
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
権
力
分
立
の
観
点
が
理
由
で
あ
る）
₈₆
（

。
立
法
府
は
、
憲
法
と
の
整
合
性
に
関
し
て
、
法
律
制
定
時
に
、
法
律
が
憲
法
に
適
合
し
て
い

る
か
否
か
を
検
討
し
、
問
題
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
立
法
府
に
お
い
て
当
該
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
ラ
ン
ベ
ー
ル
が
ア
メ
リ
カ
の
﹁
裁
判
官
政
治
﹂
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
審
査
が
立
法
府
の
権
限
を
妨
害
し
、

裁
判
官
が
立
法
を
行
う
こ
と
の
問
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
フ
ァ
ボ
ル
ー
は
、
法
律
の
前
の
平
等
の
観
念
が
理
由
と
い
う）
₈₇
（

。
司
法
審
査
（judicial review

）
に
よ
る
適
用
違
憲
判
決
の
効

力
は
、
当
該
事
件
に
限
っ
て
適
用
が
違
憲
で
あ
る
が
、
あ
る
個
人
の
み
を
対
象
に
効
力
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
で
さ
え
正
義

に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
締
め
く
く
る
。

　

ま
た
、
ル
ソ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
創
設
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
一
九
五
八
年
憲
法
は
、
権
限
が
は
っ
き
り
と
識
別

さ
れ
な
い
点
で
あ
い
ま
い
な
憲
法
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
八
年
憲
法
は
、
一
方
で
は
議
院
内
閣
制
の
憲
法
で
あ
り
、

他
方
で
は
首
相
中
心
の
憲
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
、
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
な
ど
に
と
っ
て
は
、
既
に
大
統
領
の
憲
法
で
あ

二
五
八
五
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一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

る
。
そ
の
こ
と
は
、
憲
法
院
の
創
設
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う）
₈₈
（

。

　

こ
の
制
度
は
新
し
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
と
縁
を
切
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
創
設
に
よ
っ
て
、
憲
法
制
定
者
が
法
律
の
合
憲
性
審

査
を
制
定
し
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
と
い
う
理
由
を
、
ル
ソ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
熟
考
の
末
、
新
た
な
組
織
を
﹁
上
級
裁
判
所

（C
our

）﹂
で
も
﹁
下
級
裁
判
所
（T

ribunal

）﹂
で
も
な
く
、﹁
院
（C
onseil

）﹂
と
名
づ
け
る
こ
と
を
選
択
し
、
そ
の
判
決
に
よ
っ
て
﹁
公

権
力
、
全
て
の
行
政
機
関
お
よ
び
裁
判
機
関
は
拘
束
さ
れ
る
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。
憲
法
院
の
構
成
員
が
職
業
裁
判
官
と
は
な
ら
ず
、
大
統

領
、
首
相
、
元
老
院
議
長
お
よ
び
国
民
議
会
議
長
の
四
名
に
提
訴
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
で
、
憲
法
制
定
者
は
真
の
意
味
で
の
憲
法
裁
判
機

関
を
創
設
し
な
い
意
思
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る）
₈₉
（

。

　

こ
の
強
い
目
的
は
議
会
の
主
導
権
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
論
理
に
お
い
て
、
憲
法
院
の
創
設
は
、﹁
議
会
を
監
視
す
る
﹂、
す

な
わ
ち
、
政
府
の
権
限
を
侵
害
す
る
の
を
妨
げ
、
も
し
く
は
内
部
の
諸
規
則
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
権
限
を
取
り
戻
す
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
、

特
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）
₉₀
（

。
慣
例
に
従
っ
て
、
行
政
と
立
法
の
間
の
権
限
の
境
界
を
た
だ
監
視
す
る
の
で
あ
っ
て
、

憲
法
院
は
基
本
的
諸
権
利
の
擁
護
者
で
は
な
か
っ
た）
₉₁
（

。
一
九
五
八
年
憲
法
の
憲
法
諮
問
委
員
会
に
お
け
る
、
特
に
一
九
五
八
年
八
月
七
日
の

議
論
の
時
に
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
が
合
憲
性
審
査
の
た
め
の
準
拠
規
範
に
資
す
る
こ
と
、
議
会
の
少
数
派
が

憲
法
院
に
提
訴
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
、
重
要
な
点
と
し
て
、
破
毀
院
も
し
く
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
憲
法
院
へ
合
憲
性
の
問
題
を
移
送

で
き
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
が
、
同
修
正
案
は
却
下
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ル
ソ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
説
明
す
る
。
お
そ
ら
く
憲
法
制
定
者
の
意
図
は
明
確
で
あ
る
が
、
そ
の
意
図
は
、
憲
法
院
に
法
律
の
合

憲
性
を
審
査
す
る
役
割
を
与
え
る
憲
法
六
一
条
の
文
言
の
中
で
は
消
え
て
い
る
。
常
に
よ
り
い
っ
そ
う
権
限
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
機
関
全

体
の
自
然
的
な
流
れ
に
よ
っ
て
、
条
文
を
一
般
化
す
る
た
め
に
、
憲
法
院
は
制
定
者
か
ら
次
の
よ
う
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、

憲
法
院
は
、
一
九
五
八
年
に
示
さ
れ
た
考
え
に
反
し
て
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
お
よ
び
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
が
憲
法
的
価
値
を
持
つ
と

二
五
八
六
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判
断
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る）
₉₂
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
権
保
障
機
関
と
し
て
強
く
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
、
憲
法
院
は
、
立
法
府
に
対
し
て
基
本

的
諸
権
利
を
尊
重
す
る
よ
う
審
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う）
₉₃
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
制
定
理
由
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
司
法
裁
判
所
が
違
憲
審
査
権
を
持
つ
の
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
裁
判
機
関

と
し
て
憲
法
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
で
も
な
く
、
法
律
が
発
効
す
る
前
に
、
立
法
過
程
の
中
で
憲
法
院
が
法
律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
制
度

を
構
築
し
た
と
い
え
よ
う
。

む　

す　

び

　

本
稿
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
り
憲
法
院
を
創
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
、
憲
法
院
を
議
会
の

監
視
役
と
し
て
捉
え
、
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
役
割
は
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
既
に
確
立
し
て
い
た
他
国
の
違
憲
審
査
制
を

比
較
・
検
討
し
て
い
た
が
、
裁
判
所
と
立
法
府
・
執
行
府
と
の
関
係
の
伝
統
的
な
違
い
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
ア
メ
リ
カ
の
制
度
も
ド
イ
ツ

の
制
度
も
導
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
が
法
律
の
事
後
審
査
機
能
も
合
わ
せ
持
つ
な
ど
、
権
限
を
拡
大

さ
せ
て
き
た）
₉₄
（

。
そ
の
改
正
理
由
を
見
る
と
、
市
民
の
新
た
な
権
利
と
し
て
、
法
律
の
合
憲
性
の
問
題
を
提
訴
で
き
る
制
度
を
導
入
し
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
、
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
憲
法
院
の
役
割
が
望
ま
れ
て
い
る
。
一
九
五
八
年
当
初
に
は
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た

人
権
保
障
機
能
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
改
正
を
経
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

す
で
に
、
二
〇
一
〇
年
三
月
に
、
法
律
の
事
後
審
査
制
に
つ
い
て
の
憲
法
六
一
条
の
一
の
適
用
に
関
す
る
組
織
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
市
民
の
提
訴
に
基
づ
く
憲
法
院
へ
の
提
訴
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
₉₅
（

。
現
在
、
憲
法
院
は
次
々
と
発
効
後
の
法
律
の
合
憲
性
に

二
五
八
七
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一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
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ス
違
憲
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制
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制
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つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
今
後
は
、
事
後
審
査
の
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

日
本
に
お
い
て
違
憲
審
査
制
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
り
、
二
〇
〇
八
年
に
事
後

審
査
制
と
い
う
新
た
な
制
度
を
導
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
違
憲
審
査
制
を
検
討
し
な
が
ら
、
日
本
に
振
り
返
っ
て
考
え
る
こ
と
を
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

（
１
）　

朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
夕
刊
。

（
２
）　

加
藤
紘
捷
﹁
イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
独
立
の
最
高
裁
判
所
考
﹂
日
本
法
學
七
五
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
三
三
頁
以
下
、
田
島
裕
﹁
新
し
い
イ
ギ
リ
ス
の
最
高
裁
判
所―

B
loom

-C
ooper, D

ickson, and D
rew

ry （eds.

）, T
he Judicial H

ouse of L
ords 1876-2009 （O

xford U
.P. 2009

）
の
紹
介
﹂
法
の
支
配
一
五
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）

五
一
頁
以
下
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
・
ニ
ー
ル
（
溜
箭
将
之
訳
）﹁
イ
ギ
リ
ス
最
高
裁
判
所―

イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
の
最
上
級
審
裁
判
所
に
つ
い
て
考
え
る
﹂
法
の
支
配
一
五

九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
五
頁
以
下
、
髙
野
敏
樹
﹁
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
﹃
憲
法
改
革
﹄
と
最
高
裁
判
所
の
創
設―

イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
伝
統
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
体
系
の
相

克―

﹂
上
智
短
期
大
学
紀
要
三
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
３
）　

拙
稿
﹁
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
事
後
審
査
に
関
す
る
憲
法
六
一
条
の
一
の
創
設―

二
〇
〇
八
年
憲
法
改
正
に
よ
る
市
民
へ
の
提
訴
権
拡
大
の
動
向
﹂
同
志
社
法
学
六
二
巻
三

号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
七
頁
以
下
。

（
４
）　L

. F
avoreu, Q

uelle place fait-elle au C
oneil constitutionnel ?, http://w

w
w

.C
onseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q18.htm

（
５
）　C

.C
., D

écision nº 71-44 D
C

 du 16 juillet 1971, R
ec., p.29, R

JC
, p. I-24.

山
元
教
授
は
、
憲
法
院
の
人
権
保
障
機
関
へ
の
転
換
を
﹁
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
﹂
と
表
現

し
て
い
る
。
山
元
一
﹁
憲
法
院
の
人
権
保
障
機
関
へ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ―

結
社
の
自
由
判
決
﹂
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
﹃
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
﹄（
信
山
社
、

二
〇
〇
二
年
）
一
四
一
頁
。

（
６
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
二
〇
七
頁
以
下
。

（
７
）　N

ote préparées pour le C
onseil interm

inistériel du 30 juin 1958, D
ocu

m
en

ts p
ou

r servir à
 l’h

istoire d
e l’éla

bora
tion

 d
e la

 con
stitu

tion
 d

u
 4 

octobre 1958 : vol. I. D
es origin

es d
e la

 loi con
stitu

tion
n

elle d
u

 3 ju
in

 1958 à
 l’a

va
n

t-p
rojet d

u
 29 ju

illet 1958, L
a D

ocum
entation F

rançaise, 

1987, p.312.

（
８
）　P

rojet relatif au C
om

ité constitutionnel soum
is au groupe de travail le 8 juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 387-388.

二
五
八
八
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緯

同
志
社
法
学　

六
三
巻
五
号�

四
七
一

（
９
）　A

vant-projet de C
onstitution

（vers le 10 juillet 1958

）, su
p

ra
 n

ote （7

）, pp. 423-425.
（
10
）　Ibid

.
（
11
）　A

vant-projet de C
onstitution du 15 juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 437-438.

（
12
）　A

vant-projet de C
onstitution du juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 466-467.

（
13
）　C

hoix propose au C
om

ité interm
inistériel du 1

er septem
bre 1958, D

ocu
m

en
ts p

ou
r servier à

 h
istoire d

e l’éla
bora

tion
 d

e la
 con

stitu
tion

 d
u

 4 

octobre 1
9

5
8

 : volu
m

e III. d
u

 con
seil d

’éta
t a

u
 referen

d
u

m
 2

0
 a

oû
t-2

8
 sep

tem
bre 1

9
5

8
, vol. III. D

u
 C

on
seil d

’É
ta

t a
u

 referen
d

u
m

 2
0 

a
oû

t-28 sep
tem

bre 1958, L
a D

ocum
entation F

rançaise, 1991, p.521.

（
14
）　D

ocum
ents relatifs à la réunion du proupe de travail du 8 juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 387-388.

（
15
）　A

vant-projet de C
onstitution du 15 juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 437-438.

（
16
）　A

vant-projet de C
onstitution du juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 466-467.

（
17
）　M

odification proposées par le groupe de travail le 16 juillet 1958, su
p

ra
 n

ote （7

）, p. 445.

（
18
）　A

vant-projet de C
onstitution du juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 466-467.

（
19
）　A

vant-projet de C
onstitution des 26/29 juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 511-512.

（
20
）　C

om
ité consultatif consti tutionnel, groupes de travail

（5 août 1958

）, D
ocu

m
en

ts p
ou

r servir à
 l’h

istoire d
e I'éla

bora
tion

 d
e la

 con
stitu

tion
 

d
u

 4
 octobre 1

9
5

8
 : vol.II. le com

ité con
su

lta
tif con

stitu
tion

n
el d

e l’a
va

n
t-p

rojet d
u

 2
9

 ju
illet 1

9
5

8
 a

u
 p

rojet d
u

 2
1

 a
oû

t 1
9

5
8

, L
a 

D
ocum

entation F
rançaise, 1987, pp.145-147.

（
21
）　P

ropositions de m
odifications adoptées par le C

om
ité consultatif constitutionnel, 8 août 1958, su

p
ra

 n
ote （20

）., pp.358-360.

（
22
）　C

onseil d’É
tat, C

om
m

ission constitutionnelle, 25 et 26 août 1958, su
p

ra
 n

ote （13

）, pp.161-165.

（
23
）　C

onseil d’É
tat, Texte de la C

om
m

ission constitutionnel, su
p

ra
 n

ote （13

）, pp.244-245.

（
24
）　A

vant-projet de C
onstitution diffusé en vue du C

onseil des m
inistres du 3 septem

bre 1958, su
p

ra
 n

ote （13

）, pp.583-584.

（
25
）　C

om
ité consultatif constitutionnel, groupes de travail （5 août 1958

）, su
p

ra
 n

ote （20

）, p. 147.

（
26
）　P

ropositions de m
odifications adoptees par le C

om
ité consultatif constitutionnel, 8 août, su

p
ra

 n
ote （20

）., p. 359.

（
27
）　P

rojet de C
onstitution transm

is au C
onseil d’É

tat le 21 août 1958, su
p

ra
 n

ote （13
）, pp. 18-19.

二
五
八
九
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四
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二

一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

（
28
）　D

ocum
ents relatifs à la réunion du proupe de travail du 8 juillet 1958, su

p
ra

 n
ote （7

）, pp. 387-388.
（
29
）　A

vant-projet de C
onstitution

（vers le 10 juillet 1958

）, su
p

ra
 n

ote （7

）, pp. 423-425.
（
30
）　

間
宮
庄
平
﹁
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
拒
否
権
限
の
法
制
度
的
妥
当
性―

立
法
機
能
と
そ
の
効
用―

﹂
法
政
論
叢
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
〇
頁
。

（
31
）　

間
宮
・
前
掲
注
（
30
）
三
九
～
四
〇
頁
。

（
32
）　

第
五
共
和
制
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
を
参
照
。
樋
口
陽
一
﹃
現
代
民
主
主
義
の
憲
法
思
想―

フ
ラ
ン
ス
憲
法
お
よ
び
憲
法
学
を
素
材
と
し
て―

﹄（
創
文
社
、

一
九
七
六
年
）、
勝
山
教
子
﹁
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
に
お
け
る
＂
合
理
化
さ
れ
た
議
院
制
＂
の
構
造
と
そ
の
改
革
（
一
）（
二
・
完
）﹂
同
志
社
法
学
四
〇
巻
六
号
一
一
六
頁

以
下
、
四
一
巻
一
号
一
二
五
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）。

（
33
）　

山
口
俊
夫
編
﹃
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
六
〇
三
～
六
〇
四
頁
。

（
34
）　

一
九
四
六
年
憲
法
の
条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
中
村
義
孝
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
﹄（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
一
五
頁
～
二
一
六
頁
。

（
35
）　

護
憲
元
老
院
に
つ
い
て
、
一
七
九
九
年
憲
法
二
一
条
は
﹁
護
憲
元
老
院
は
、
裁
判
所
も
し
く
は
政
府
に
よ
り
違
憲
と
し
て
付
託
さ
れ
た
全
て
の
文
書
を
有
効
ま
た
は
無
効
と

す
る
﹂
と
規
定
し
た
。
ま
た
、
一
八
五
二
年
憲
法
二
九
条
は
﹁（
護
憲
）
元
老
院
は
、
政
府
に
よ
り
違
憲
と
し
て
付
託
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
同
じ
理
由
で
市
民
の
請
願
に
よ

り
告
発
さ
れ
た
全
て
の
文
書
を
有
効
ま
た
は
無
効
と
す
る
﹂
と
規
定
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
護
憲
元
老
院
は
憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
機
能
を
持
た
ず
、
議
会
の
手
続
上

の
誤
り
に
つ
い
て
指
摘
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。P

résidence de la R
épublique, http://w

w
w

.elysee.fr/elysee/francais/bienvenue_a_l_elysee.2.htm
l, 

山
口
俊

夫
﹃
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
・
上
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
八
九
頁
、
一
九
四
頁
、
藤
田
晴
子
﹁
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
特
徴
﹂
田
中
二
郎
先
生
追
悼
論
文
集
﹃
公
法

の
課
題
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
四
四
一
頁
。

（
36
）　

深
瀬
忠
一
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
審
査
院―

そ
の
性
格
と
実
績―
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
四
四
号
（
一
九
六
二
年
）
三
四
頁
。

（
37
）　

第
四
共
和
制
の
憲
法
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
野
村
敬
造
﹃
憲
法
訴
訟
と
裁
判
の
拒
絶
﹄（
成
文
堂
、
一
九
八
七
年
）
五
五
頁
～
五
八
頁
、
杉
原
泰
雄
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

違
憲
立
法
審
査
の
歴
史
と
理
論
﹂
一
橋
大
学
研
究
年
報
法
学
研
究
四
号
（
一
九
六
二
年
）
五
〇
頁
～
五
九
頁
参
照
。

（
38
）　

杉
原
・
前
掲
注
（
37
）
五
九
頁
。

（
39
）　

山
口
・
前
掲
注
（
35
）
一
一
二
頁
。

（
40
）　E

xposé des m
otifs de l’avant-projet de C

onstitution du 29 juillet 1958, su
p

ra
 n

ote （7

）, p. 520.

（
41
）　E

xposé des m
otifs de l’avant-projet de C

onstitution du 29 juillet 1958, su
p

ra
 n

ote （7
）, pp. 525-526.

（
42
）　

中
村
・
前
掲
注
（
34
）
二
一
五
頁
。

二
五
九
〇
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同
志
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法
学　

六
三
巻
五
号�

四
七
三

（
43
）　

大
山
礼
子
﹃
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
制
度
﹄（
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
九
七
頁
。

（
44
）　

拙
稿
﹁
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
人
権
保
障
機
能
の
再
検
討
（
上
）―

市
民
へ
の
提
訴
権
拡
大
の
可
能
性―

﹂
同
志
社
法
学
六
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
五
～
五
六
頁
。

（
45
）　P. Juillard, D

ifficultés du changem
ent en m

atière constitutionnelle : L
’am

énagem
ent de l’article 61 de la C

onstitution, R
D

P
, nº 6, 1974., p. 1703. 

本
憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
中
村
睦
男
﹁
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
へ
の
進
展
﹂
北
大
法
学
論
集
二
七
巻
三
・
四
号
（
一
九
七
七
年
）
六
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
46
）　C

.C
., http://w

w
w

.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/les-decisions-depuis-1958.4614.

htm
l

（
47
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
44
）
五
五
～
五
六
頁
。

（
48
）　

拙
稿
﹁
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
人
権
保
障
機
能
の
再
検
討（
下
）―

市
民
へ
の
提
訴
権
拡
大
の
可
能
性―

﹂
同
志
社
法
学
六
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）一
〇
五
頁
以
下
。

（
49
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
二
〇
七
頁
以
下
。

（
50
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
二
二
二
頁
以
下
。

（
51
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
44
）
五
三
頁
。

（
52
）　

深
瀬
忠
一
﹁
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
成
立
と
そ
の
基
本
構
造
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
四
号
（
一
九
六
〇
年
）
三
九
頁
。

（
53
）　

一
九
五
八
年
憲
法
は
、﹁
ゴ
オ
リ
ス
ト
憲
法
と
し
て
の
特
質
﹂
を
持
つ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
深
瀬
・
同
上
。

（
54
）　S. A

rom
atario, L

a pensée politique et constitutionnel de M
ichel D

ebré, L
G

D
J, 2006, p. 101.

（
55
）　C

. E
., 6 novem

bre 1936, A
rrighi, S. 1937. 3. 33. 
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
野
村
・
前
掲
注
（
37
）
五
三
頁
、
杉
原
・
前
掲
注

（
37
）
五
〇
頁
。

（
56
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
つ
の
大
戦
中
に
社
説
で
述
べ
ら
れ
た
リ
ッ
プ
マ
ン
（W

. L
ippm

ann

）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。S. A

rom
atario, su

p
ra

 n
ote 

（54

）, p. 101.

（
57
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.

（
58
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.

（
59
）　S. A

rom
atario, su

p
ra

 n
ote （54

）, p. 102.

（
60
）　Ibid

.

（
61
）　Ibid

.

二
五
九
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同
志
社
法
学　

六
三
巻
五
号�

四
七
四

一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
違
憲
審
査
制
の
制
定
経
緯

（
62
）　

フ
ラ
ン
ス
の
違
憲
審
査
制
の
歴
史
が
、
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
主
な
文
献
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。F. L

uchaire, L
e C

onseil C
onstitutionnel : Tom

e I – 

O
rganisation et A

ttributions,2e éd, E
conom

ica, 1997. 

シ
ャ
ル
ル
・
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
、
レ
オ
・
ハ
マ
ン
（
三
好
充
訳
）﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
裁
判
権
﹂
産
業
経

済
研
究
一
九
巻
一
号
（
一
九
七
八
年
）
四
九
頁
以
下
、
同
二
〇
巻
二
号
（
一
九
七
九
年
）
一
六
三
頁
以
下
、
同
二
一
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
八
一
頁
以
下
、
山
本
浩
三
﹁
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
律
の
審
査
﹂
磯
崎
龍
五
郎
先
生
喜
寿
記
念
﹃
現
代
に
お
け
る
﹁
法
の
支
配
﹂﹄（
一
九
七
九
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
野
村
・
前
掲
注
（
37
）、
杉
原
・
前
掲
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（
37
）
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頁
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（
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・
前
掲
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）
一
四
〇
頁
、
杉
原
・
前
掲
注
（
37
）
三
一
頁
。

（
64
）　

山
本
・
前
掲
注
（
62
）
一
四
一
頁
。

（
65
）　

山
本
・
前
掲
注
（
62
）
一
三
九
頁
以
下
。

（
66
）　

ル
イ
・
フ
ァ
ボ
ル
ー
（
植
野
妙
実
子
訳
）﹁
憲
法
裁
判
の
比
較―

ア
メ
リ
カ
型
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
﹂
Ｌ
．
フ
ァ
ボ
ル
ー
他
（
植
野
妙
実
子
編
訳
）﹃
フ
ラ
ン
ス
公
法
講
演
集
﹄

（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
）
一
五
一
～
一
五
二
頁
。

（
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adison, 5 U
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掲
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P
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矢
口
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授
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理
由
か
ら
護
憲
元
老

院
に
﹁
憲
法
院
の
起
源
を
み
る
こ
と
は
不
可
能
﹂
と
い
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
構
成
が
八
〇
～
一
五
〇
名
と
会
議
体
か
ら
な
り
、
そ
の
権
限
が
広
汎
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

制
度
の
失
敗
が
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
違
憲
審
査
制
を
導
入
す
る
こ
と
が
抑
制
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
矢
口
俊
昭
﹁
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ラ
ン
ス
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憲
法
裁
判
﹂
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編
﹃
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座
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憲
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・
前
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）
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頁
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）
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五
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・
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掲
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頁
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掲
注
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）
一
一
九
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一
二
一
頁
。
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）　

フ
ァ
ボ
ル
ー
（
植
野
訳
）・
前
掲
注
（
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）
一
四
七
頁
以
下
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ボ
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植
野
訳
）・
前
掲
注
（
66
）
一
五
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頁
。
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稿
・
前
掲
注
（
44
）
四
七
頁
以
下
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稿
・
前
掲
注
（
48
）
一
〇
五
頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
二
〇
七
頁
以
下
参
照
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（
95
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稿
﹁
市
民
の
提
訴
に
基
づ
く
初
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
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判
決―

憲
法
六
一
条
の
一
の
適
用
に
関
す
る
組
織
法
律
制
定
か
ら
二
〇
一
〇
年
五
月
二
八
日
判
決
に
至
る
ま
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﹂
同
志
社
法
学
六
二
巻
四
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四
六
九
頁
以
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